
横浜市放課後キッズクラブ・放課後児童クラブへの長期休業期間中の 

昼食提供のためのシステム作成業務委託 

業務説明資料 

 

１ 件名 

  横浜市放課後キッズクラブ及び放課後児童クラブへの長期休業期間中の昼食提供のためのシス

テム作成業務委託 

 

２ 総則 

 横浜市（以下「本市」という。）が「横浜市放課後キッズクラブ及び放課後児童クラブへの長

期休業期間中の昼食提供のためのシステム作成業務委託」（以下「本業務」という。）を発注する

にあたり、本業務の受託者は「委託契約約款」、「電子計算機処理等の契約に関する情報取扱特記

事項」、「個人情報取扱特記事項」及び本業務説明資料、並びに本件調達における受託者の提案資

料において提示した内容に基づき、業務を行うこと。定めのない事項については、必要に応じて

受託者と本市との間で協議の上、定めるものとする。 

 

３  本業務の目的 

 令和７年度以降の小学校の長期休業期間中における放課後キッズクラブ及び放課後児童クラ

ブ（以下「クラブ」という。）への昼食提供を行うため、本市で開発する入退室管理システムと

連携し、児童の保護者、昼食提供業者、クラブ職員が利用するにあたり利便性のあるシステムの

構築を目的とする。 

 

４ 本業務の概要 

上記目的を達成するため、本業務では以下の業務を行う。 

（１）要件定義 

（２）開発 

（３）システムテスト 

（４）プロジェクト管理 

（５）その他本システム開発に必要な業務 

 

５ 履行場所 

（１）本市こども青少年局放課後児童育成課執務室 

（２）受託者が用意する作業場所 

（本業務における設計・構築・テスト業務について、委託者は受託者が常駐可能な開発室等の

準備をしないため、作業場所等は受託者で用意すること。） 

（３）その他本市が認めた場所 

 

 



６ 履行期間 

契約日から令和７年３月 31日まで 

 

７ システム開発方式 

 システム開発方式に関して、既存のシステムの活用を含め、ローコードプラットフォーム等に

よるスクラッチ開発、パッケージやクラウドサービスの活用等、本業務を円滑に進める上で受託

者が最適と考える方式を提案すること。なお、約款型クラウドサービスの利用は認めない。 

 

８ 昼食提供全体のイメージ図 

 

９ システムの概要図 

 



 

10 納品物一覧 

 本業務の主な納品物の想定は以下のとおり。今後、業務の進捗状況に応じて、本市と受託者が

協議の上、変更することがある。 

提出物 提出方法 納期 

ア 全体スケジュールが分か

るもの 

電子媒体 契約締結日から２週間以内 

イ 要件定義の内容を確認で

きるもの（名称は受託者で決め

てください） 

電子媒体 令和７年１月 31日 

ウ 開発したシステムの設計

書 

電子媒体 令和７年３月 31日 

エ 議事録 電子媒体 定例会終了後、３営業日以内 

オ その他、本市が必要とする

資料等 

契約後、本市担当者と協議の

上、決定を行います。 

契約後、本市担当者と協議の

上、決定を行います。 

 

  



 

11 スケジュール 

 令和７年３月までにシステムの要件定義及び開発、テストを行い、令和７年６月から稼働する

ことを基本とします。 

 なお、スケジュール案を以下のとおり示しますが、詳細な日程については受託者及び本市との

協議により決定します。 

本業務のスケジュール 

時期 内容 

令和６年 11月 ・契約締結 

令和６年 11月～ ・システム開発・テスト 

令和７年３月 ・成果物の納品 

令和７年６月 ・システム稼働 

 

12 その他 

  詳細は別添の仕様書を参照してください。 


